
昇降機保守点検業務仕様書 

 

１ 業務概要   

（１）件  名  

香川県三豊合同庁舎昇降機保守点検業務 

（２）履行場所  

香川県観音寺市坂本町七丁目３番１８号 香川県三豊合同庁舎 

（３）履行期間  

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

（４）業務仕様 

「建築基準法」及びこれに基づく地方条例並びに「昇降機の適切な維持管理に関する指針（平

成２８年２月１９日 国土交通省）」、「人事院規則１０－４」に定める点検業務等を行う。 

なお、本業務は本仕様書によるほか、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「建築保全業務共

通仕様書（令和５年版）」（以下「共通仕様書」という。）による遠隔診断付メンテナンス契約と

する。 

（５）対象業務  

別紙１のとおり 

 

２ 仕  様     

（１） 業務の内容  

①  ３ヶ月に１回、技術者を派遣し、機器・装置の点検を行い、必要に応じて給油・調整・清

掃を行う。 

②  次の項目について 24時間遠隔診断を行う。 

ア 閉じ込め故障 

イ 起動不能故障 

ウ 安全装置作動 

エ 電源系統異常故障 

オ ドア開閉異常 

カ エレベーター運転状態 

キ かご内からの直接通話（かんづめ故障時、使用不能故障時） 

③  対象エレベーターにおいて共通仕様書に含まれない固有の機器・装置についても適切な点

検を行い、必要に応じて給油・調整・清掃を行う。 

④  上記保守点検に必要な消耗部品（ランプ・注油用油・ウエス等）の交換等を行う。 

⑤  保守点検の都度「作業報告書」を提出すること。 

⑥   年１回、昇降機を検査する資格を有する者（以下「昇降機検査有資格者」という。）に昇降

機の総合的な機能を確認する検査を行わせ、その結果について報告書を作成し委託者に提

出する。 

（２）業務の記録 

次の管理用記録書類を整備し保管する。 

①作業計画・報告書類 



②業務記録 

③委託者との打合せ記録簿 

（３）契約履行体制の確認 

下記項目に該当する文書等を提出すること。また、提出内容に変更があった場合も同様とす

る。 

 ① 保守点検・待機業務に従事する技術者の職氏名、所属する事業所名、所有する資格、対象

エレベーターと同程度の仕様に関する教育履歴・経験年数等 

 ② 昇降機検査有資格者の職氏名、所属する事業所名、所有する資格、対象エレベーターと

同程度の仕様に関する教育履歴・経験年数等 

 ③ 故障、天災地変等の広域災害等の緊急対応を行う際の体制表（人員、受信施設名、所在地

等） 

（４）業務条件 

業務（遠隔診断を除く）の実施時間帯は原則として次のとおりとするが、支障のある場合は委

託者と協議する。実施日は、委託者と協議する。 

①平日（開庁日：月曜日～金曜日(休日を除く)） 

午前８時３０分から午後５時まで 

②休日（閉庁日：土・日曜日及び休日、年末年始(１２月２９日～１月３日)） 

午前８時から午後５時まで  

（５）廃棄物の処理等     

業務の実施に伴い発生した廃棄物・廃液の処理費用は受託者の負担とする。 

（６）業務の検査 

委託者の指示に従い支払いに伴う履行検査を受ける。 

（７）駐車場の利用 

施設内の駐車場を利用できる。 

（８）緊急時等の対応 

突発的故障及び天災地変等の広域災害等の緊急事態に備え、適切な措置が行えるよう、２４時

間３６５日、専門技術者が待機し、緊急度に応じ迅速に現場に急行し対応すること。また、処置

の結果について、「作業報告書」又は「故障修理報告書」を作成し報告するものとする。 

また、機器・構成部品等を備蓄するなどして、運転が早期に復旧できるよう努めるものとする。 

（９）維持管理のための情報提供サービス 

施設管理者による日常管理のために、安全確保・正しい利用方法、関係法令改正の連絡等の情

報提供サービスを行うこと。 

（10）供給機器・部品等 

供給する機器・構成部品等は、対象エレベーター昇降機製造会社が指定又は推奨する部品とす

る。ただし、書面により施設管理者の承諾を得た場合はこの限りでない。 

（11）修理計画書 

次年度に機器・装置の取替及び修理が必要（簡易なものを除く）なものについて、別紙２を令

和８年１０月末までに提出すること。 



対象設備一覧 別紙１

階 室名
1 昇降機 形　式： 交流中速乗用エレベーター ㈱日立製作所製 BF1～PH1 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ室 １

P89-11－CO60、5STOPS PH2 ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ機械室
仕様等： 設置年月 平成６年２月

積載荷重 750㎏
定 員 11名
停止箇所 5
付加仕様 地震時管制運転装置

火災時管制運転装置
自家発管制運転装置
音声合成放送装置

特記仕様 車椅子仕様

保守点検業務（遠隔診断
付メンテナンス）

設置台数 対象業務機器名称
設置場所

形式・仕様 メーカー



別紙２

号　機 補修方法（予定） 備　考

当該調書に記載する事項は、次のとおりとする。

・ 高額な修理（概ね５０万円以上）になると思われるものを記載する。

・ 消耗部品に該当するものは除く。

要補修箇所

翌年度エレベーター修理計画書


